
タブロー ヽ ヽ

絵画を書弓華弁家

ディドロ`とガラス事件その2

田口 卓臣
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一度徹底的に考えぬいたはずの問題を､あえて再び最初から問い直そうと

すること｡かつて突き詰めるところまで突き詰め､それ以上の進展はありえ

ないほどの高みまで追究し尽くした主題について､すべてを白紙に戻し､そ

れを再考するための新たなフレームを打ち建てようとすること｡このような

ことが成就するのはいかなる仕方においてだろうか｡もとより一般的な解が

あるはずもない｡しかしカラス事件に向き合ったディドアの思考の足跡をた

どろうとする私たちにとって､この種の問いを立てることには拭いがたい必

然性がある｡

前回の論考で詳しく見たように1､ディドロはカラス事件､即ち当時のフラ

ンスが抱える深刻な社会問題として取り沙汰されたこの菟罪事件をめぐって､

1762年9月30日付けのソフィー･ヴオラン宛て書簡のなかで､初めてまと

まった発言を書き記している2｡そこで展開された一連のディスクールは､事

件が畢む潜在的な､それゆえ他の思想家たちが看取しえなかった類の諸問題

を映り出すものだった｡ディドロが試みたのは､一言で要約するなら､古代

ギリシア･ローマ以来の｢雄弁岳loquence｣の伝統に原理的なレベルで付きま

とってきた哲学的諸問題を､カラス事件というモデル･ケースをたたき台と

して実践的に一文字通り雄弁詞の文体を駆使して一把捉し直すことだっ

た｡この書簡で達成された理論的･文学的な成果に対して､この上さらに新

鮮な発見に満ちた思考を補い足すことなどほとんど不可能にさえ見える｡

ところがその五年後､サロンに出品された一枚の絵をきっかけとして､デ

l拙論｢雄弁家は｢後世｣から呼びかける-ディドロとカラス事件その1｣､『仏語

仏文学研究』第27号､東京大学仏語仏文学研究会､2003年5月30日発行､pp.29-55.
2Diderot,《LettreaSophieVblland【Jeudi,30septembre1762]》,inCor化甲Ondbnce,id.D.

RothetJ.V訂loot,Paris,EditionsdeMinuit,1955-1970[以後CORRと略記】,IV;pp.179-181.
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才申鍵寿び計ラネ畢御羊ついて翠草することになる0しかもそこではソフ

車嶺痺覿摘嵐'ま車扱も嘩弁詞の文章が疲横無尽に展開されるのだ0
蓑鱒裔轟･･『i癖毎年サ臼･叫に収められたそのテクストにおいて､明らか
にデイ軸はかうて~と両七間庵系のなかでカラス事件を再考している0なら

ばその再考の読みではいったい何が新しく､何が変わったのか｡

私たちはこれから『1767年のサロン』のなかの評論一画家ルイ=ジャン=

ジャック･デュラモーLouis-Jean-JacquesDurameauの絵画作品『正義の勝利』

エg升わ〝甲カβ鹿ね血庇eを論じたもの-を分析対象として取り上げる3｡前

回に続いて本稿もまた｢雄弁｣を主題とするものである｡しかし今回は新た

に美術批評の視点を導入する｡そしてこれを端緒として私たちは､雄弁の伝

統を踏まえたディドロのディスクールがいかにして美術批評という異ジャン

ルのなかで消化されているのかを検討していく｡この展望においてこそ､カ

ラス事件再考の持つ真の新しさを理解することができるだろうから｡

記述と雄弁

初めにテクストの総体を僻撤しておこう｡デュラモーの絵画作品『正義の

勝利』をめぐるディドロの評論は､四つの段落に分かれている｡

第一段落一以後(1)と格記､以下同様-では｢縦3,456mX横4,356m

の絵｡ルーアンの刑事裁判所に飾られる予定4｣と､絵画に関する客観的デー

タがごく手短に提示されるだけである｡第二段落即ち(2)では『正義の勝利』

が具俸的にとのような絵画であるのかが記述される｡第三段落は内容的に三

つの塊に分けることができる｡最初の塊(3-1)では､『正義の勝利』の作品
としての価値一息憑､技術､美的効果等の諸側面一について評価が下さ

れる0それらは総じて否定的なものである｡二つ目の塊(3-2)では､『正義

の勝利』に見出される寓意を出発点として､自由連想さながらの哲学的な省

察が展開される｡その思考のヴオルテージが極限まで高まった瞬間､突如と

してジャン･カラスートゥルーズのパルルマン法院によって無実の罪を着

せられ処刑されたカラス事件最大の被害者-の名が召還され､激しい雄弁

詞の文章が書き連ねられることになる｡三つ目の塊(3-3)では､一転して『正

3sah}ndu767･inazLVTeSCb叩LetesdbDidb7Vt･Hermann,6d･HerbertDieckma叫Jacques

ProustetJeanVhrloot[以後DPVと略記】,ⅩVipp.436-44l.デュラモーの絵画『正義の勝
利』については添付した図像を参照｡
4hid,DPV;XV;p･436:《Thb)eaudelOpieds･8poucesdehautsur14piedsdelaz¥e.Ilest

destin6pourlaChambrecriminelledeRouen.〉〉
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義の勝利』に立ち戻り､作品に見られる寓意をより効果的に浮き彫りにする

だろう絵画のありよう一葉高一が紹卸される｡第四段落即ち(4)では絵

画と音楽とが類比され､これをもと甚して諸芸術に共通の｢文体style｣と｢思
ヽ ヽ

想pens軌をめぐる意見が示される｡

以上の要約において､傍点を添えた言葉はそれぞれの段落あるいは塊のキ

ーワードである｡それらの語嚢に沿って確認するなら､テクストの論旨の流

れは次のようなものである｡(1)作品データの提示､(2)作品の記述､(3-1)

作品の評価､(3-2)雄弁の実践､(3-3)崇高な笹画像への言及､(4)絵画､
音楽､諸芸術の類比｡

大雑把に論旨を踏まえた後は､テクスト読解にあたっての指針を明示して

ぉきたい｡既に述べたように私たちの関心のポイントは､カラス事件への参

照をきっかけとして駆使される｢雄弁｣のディスクールのありようを把捉す

ることにある｡それゆえ(3-2)には最も大きな比重を与えなければならない0

しかし言うまでもなくテクストという有機体においては､ある部分が他と無

関係に自律して存在するわけではない0なるほど他の全ての項目が美術批評

に関連する内容を放っているのに対し､(3-2)はその一貫性を食い破るよう

な突出した主題を抱えているように見えるD美術批評の文章のなかで突如カ

ラス事件を想起し､しかも雄弁術を発挿するといった態度選択には､逸脱が

過ぎる印象もある｡しかしそれゆえにこそ､なぜ､いかにしてその選択がな

されねばならなかったのかを見極めねばならない0カラス事件再考の積極的

意義は､この突出したディスクールの位置づけいかんにかかっている｡

問題の所在を見失わぬためにもあらかじめ結論めいたことを記しておこうQ

ディドロは美術批評における作品記述の限界を強烈に意識していた0素晴ら

しい絵画作品を記述する言葉は､作品の魅力を伝えるに充分な強度を獲得し

えない｡この認識が徐々に､とりわけ『1765年のサロン』『1767年のサロン』

において､彼の美術批評の言葉を過激な方向へと駆り立てていく0他方､批

評対象である絵画『正義の勝利』をディドロは駄作とみなしていた0このよ

うな場合､批評はオリジナルに代わる新たな絵画を思い描けばよい0このメ

タフォリカルな｢絵画｣の創造のために雄弁の文体が選択されることになる0

高度に思想的かつ実験的なこの言語行為は､一方で｢デモステネスやキケロ

の雄弁5｣の伝統を､他方でプリニウスやフィロストラトスの｢エクフラシス

5前掲拙論｢雄弁家は｢後世｣から呼びかける｣､pp.37-3‖こおいて論じた｡原典は､
Diderot,CORR,IV;p.179:《l,6loquencedeDimosth血eetdeCiciron》
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叫kぉis占｣以来の､絵画と文学甲照応関係を模索する芸術理論の伝統を踏ま

えたものである｡

このフレームからすれば､(2)の記述と(3-2)の雄弁とがテクストの重要

な二翼とみなしうる｡『正義の勝利』に対する否定的評価を記した(3-1)は

いわば､この両者を連結する蝶番の役割を果たすものであり､(3-3)は過激

な言語実験の後でそれを裏付ける思弁を開陳したものとみなすことができる｡

だが先走るのはこのくらいにしておこう｡私たちはそろそろテクストの具体

的な言葉のなかに身を浸してみる必要がある｡

記述の臨界

画面右奥に｢正義Ju8tice｣が見える｡栄光の光が彼女を取り巻いている｡彼女

の周囲､つまり画面のさらに奥のほうに｢賢明｣､r融和｣､｢力｣､｢慈悲｣､｢警

戒｣がいる｡彼女は片手に天秤を､もう一方の手に冠を持ち､そして戦車の上

に座って前進している｡戦車を引いているのは､画面左のほうに向かって突進

する激昂した一角獣たちだ｡戦車は疾走し､そして悪人や社会を混乱させる者

を象徴する怪物たちmon如陀Sを押し漁している｡仮面でそれと分かる｢欺備

F一皿de｣は､その手から暴動のための旗印が落っこちており､戦車の手綱のひ

とつにしがみついた格好である｡｢ねたみ｣と｢残酷Cruallt占｣は､蛇と狼によ

って明示されている｡｢ねたみ｣はひっくりかえっているので､頭は地面に､両

足が宙に浮いている｡そして彼の蛇は､彼を畳み込むようにその体に巻きづい

ている｡｢ねたみ｣は画面左側の前面､一角獣たちの足の下に位置している｡ま

ったく同じ画面左側には､逆上した両目をイ正義｣のほうへと向け､自分の狼

を下敷きにして短刀を手にした｢残酷｣が､雲の上に横たわっている｡要は｢残

酷｣の体を一部隠してしまっている｡これらの表象はすべて画面の下のほうを

占めており､前面の右にも左にも､至るところで非常な運動と激しさとともに

配置されている｡｢正義｣の乗った戦車の近く､前面に､一糸もまとわぬ｢無実

Imo伐n伐｣が､｢正義｣のほうに両手を差し伸べ､両目を向け､｢正義｣につき

したがっている｡｢無実｣は雲の上にいる｡彼女の背後には彼女の羊がいる7｡

`マリオ･プラーツ『ムネモシュネ 文学と視覚芸術との間の平行現象』高山宏訳､･

ありな書房､1999年､p.9;ジャン･スタロバンスキー『絵画を見るディドロ』小西嘉

幸訳､法政大学出版局､1995年､･p.12せ参照｡
7(わ.cit.,DPV;XV;pp.436437:《OnvoithJdceidroite,Surlefond.Lalumi色red,une

gloirel,envirorLn?･Eueadottrd'elIe,PltJS申Ie飴鴫hP柑dence,1aConcorde,laForce,1a
Cb濾略1aⅥ由血辟.Eu¢鮎血t蝿`b血相紺地e咄血e■励Ⅵmmedel,a血e;etS･aY皿Ce

鮎Sis¢SローunGb訂血`p肝心s■馳血閻⑩噸画地か画_!嘩1独¢飢tY¢指Iagauche.Lechar

■
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上は(2)における作品記述の箇所である｡一この部分に顕著な特徴をまず書き

出してみよう｡第一に作品の中心的な場面を基点に据えていること､第二に

必ずしも作品の給体を隈なく籠述♭尽くしているわけではないこと､第三に

色彩の描写が一切欠如してい′ること､第四に作品の寓意All岳gorieが読み解か

れていること一つまり厳密に言えばr記述description｣の内に｢解明/解釈

interpritation｣の要素が混在している一などが挙げられる｡この記述とタブ

ロー(添付図)とを比較する時､画面右奥から放射状の光を散乱させる杖お

よび先端にある片目の存在に関して全く言及が脱落していることには､素朴

な疑問を覚える｡また引用中の下線を引いた表現は明らかに事実誤認である｡

しかしこれらの不備を抜きにすれば､記述内容は一定の正確さを有している

と言える｡

ここで絵画のイメージの再現が目指されていることは明白である0記述の

文章は､作品解釈をも内包しているとはいえ作品に対して中立を保ったまま

進行しているように見える｡こうした作品描写の方法を､デイドロの美術批

評研究の第一人者エルズ･マリー･プクダールは｢科学的方法m蝕ode

scientiGque｣と命名した80｢科学的｣とは､分析対象についての価値判断をカ

ツコに入れるスタンスのことを意味している｡ここで絵画イメージの再現行

為そのものに､何らかの取捨選択=価値判断が混入せざるをえないことには

留意しておかねばならない｡ディドロのテクストを読むことによって浮かび

上がるのは､｢科学的｣と呼ばれる記述方法とそれとは別の記述方法の間の見

かけ上の差異が､結果的に雲散霧消してしまう地平であるからだ一後にこ

の点について触れる-｡

roule,eticrasedesmonstressymboliqucsdqm6chant･dupertutbatetqdelasoci6ti;laFraude

qu･onreconnaitasonmasqueetaquiritendarddelarivolteesttombidesmainss,estsaisie

d･unedesrenesduchar.L,EnYieetlaCruaut6sontdisign6espar1eserpentetleloup･L,Envie

estrenverdelateteenbasetlespiedsenl,air,etSOnSerPentl,enveloppedanSSeSCOnVOlutions･
Elleestsurledevant,agauChe,auXPiedsdeslicomes･Tbutathitdumemec6ti･SeSyeuX

hagardstourn由surlaJusdce;SOnloupau-dessousd,e11e;unPOlgnardalamain･1aCruautiest

itenduesurdesnuagesquiladirobentenpar(ie･Tbutesces侃guresoccupentlapartie

in鮎eu.edutableauetsontjetiesdedroiteetdegauche,Surledevant,aVeCbeaucoupde

mouvementetdechaletnPbCheduchardelaJusticeendevamt,1,hnocencetoutenue･1es
brastendusetlesregardstoumissurlaJustice,1asuitport崖esurdesnuages･Elleasonmouton

de汀i色代e11e.〉〉なお､この節の論旨は次の記事を発展させたものである0田口卓臣｢rエ

クフラシス｣の臨界-ディドロの美術批評｣(｢ÅNⅥNOMIE展｣カタログ､G山1引γ

0擁血eCo汀d鵬ve草書､2003年9月19日発行､pp･25-28)
8EIseMarieBukdahl,DL&和ちC抽iqzLed･art,RosenkildeetBaggeちCopenl1ague･VOl･t･1980･

pp.302-305･V)iraussiE･M･Bukdahl･b2LTVdhctionduSalonde1765･DPV;氾Vip･5;
血加血c如〃血S8londe1767,DPVXVp.5.
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｢とこるで引用層所の諸特徴を事細かに詮索し類型化することが私たちの目
~鞄なのではない｡重要なのは､記述行為一般に内在する理論的問題を解き明

かすこ■とである｡それは言い換えれば､ディドロが『正義の勝利』を記述す

る靡に採ったL｢科学的｣態度の思想的背景を探ることを意味する｡ディドロ

は1759年に始めたサロン評を続ける過程で､作品の記述が成立する条件につ

いて思索を深めていた｡その原理的な考察を通して徐々に彼が意識すること

になったのは､一言で言えば､絵画作品の記述不可能性である｡

ディドロはサロンに飾られた無数の絵画を､それらを見ていない読み手た

ち一評論の掲載された雑誌『文芸通信』の読者-のためにあたう限り忠
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

実に再現しようと腐心した｡｢私はあなたのために幾つもの絵画を描写する

でしょう｡私の描写によって､ひとはちょっとした想像力を働かせたり趣味

を発挿したりすれば､空間のなかに絵画を実現するでしょうし､私たちがカ

ンバスの上に見たのとほとんど同じようなかたちでそれらの実物を空間に配

置することができるでしょう9｣という『1765年のサロン』序文における発

言はその率直な決意表明である｡少なくともこの時点ではディドロは｢実物

1eso匝ts｣の再現を真剣に追求していたし､またそれが可能だと信じていた

のだ｡

しかし一方で､写真等の複製技術が存在しない当時にあって､言語手段の

みで絵画作品のイメージを喚起するには､記憶という高い壁が立ちはだかっ

ていたQこの点に関して『1767年のサロン』のなかでディドロは次のように

語っている｡

いずれにせよ忘れないでください0私の括写についても､私の判断についても､

保証は全くしないということを0私の描写について保証しないのは､あれだけ

の多様な構成を忠実に持ち去ることのできる記憶など､この世にはいささかも

存在しないからです10(以下略､傍点は筆者)｡

これと､先に引いた『1765年のサロン』の発言とは､ほぼ真っ向から衝突
する0｢実物｣を｢忠実に持ち去ることのできる記憶｣が存在しない以上､作

品記述はその成り立ちにおいて限定付けられざるを得ない｡この認識は美術

9shlon鹿1765･DPV;XIV;p･26:《Jevousd6crirai1estableaux,etmadescdptionseratelle

qu'avecunPeud,imaginationetdegoatonlesfialiseradans),espaceetqu,onyposerales

Objetsapeupr由commenouslesavonsvuSSurlatoile(.‥)》
10sblonゐ1767･DPV;XV;p･408:《Auresten,oubliezpasqueJenegarantisnimes

descriptions,nimonJugementSurrien;meSdescriptions,parCequ･iln･yaancunemimoire

SOuSlecielquipuisseremporterGdelementa血Itdecompositionsdiverses(.,.)〉〉
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批評の局面全般に通用する普遍性を持っている｡｢描写description｣は想起の

媒介を前提とする｡美術批評家は絵そ鴫の(オリジナル)ではなく､記憶

の中の絵(イメージ)を再現するちとを余儀なくされるのだ0ここに､ジャ

ンルとしての美術批評が抱える第一のアポリアがあった｡

だが事はそればかりにとどまらない｡｢記述｣の媒体が言語である以上､そ

こには言語の属性に由来する臨界一精確には言語の属性と絵画のそれとの

間に生まれるずれ-が内在する｡『1767年のサロン』のなかの､画家ユベ

ール.ロベールの絵をめぐるディドロの以下のコメントは､この｢記述｣の

臨界が顕在化したケースとみなせるだろう｡

細部に立ち入れば立ち入るほど､他のひとの精神のなかに示されるイメージは､

実際に画布の上にあるイメージと異なってしまう11｡

絵画世界を丹念かつ厳密に再現しようとすればするほど､そのぶん細部を

穿つ多量の言葉が浪費されるばかりで､記述のディスクールはいつしか絵画

作品の持つ質感からかけ離れていく｡正確さは却って仇となり､記述の読み

手は､｢実物｣と有機的な照応関係を取り結ばない言葉の一人歩きに付き合わ

されることになる｡

いささか粗雑な類比をあえて行うなら､これは｢リアリズム小説｣にも通

底する類のアポリアである｡例えばバルザックの長編小説では､しばしば単

なる部屋の描写のために数貢分にも及ぶ言葉が割かれる｡その描写を最後ま

で読み終えた読者が､部屋のイメージを生き生きとした形で思い描くことは

容易ではない｡ここには記述に固有の､つまり任意の対象Ⅹを写し取る言語

表現特有の逆説がある｡記述上の厳密さを自らに要請すればするほど､言語

は中立的な情報伝達媒体たることを止め､過剰な自己肥大を遂げていく｡そ

の結果､もはや言語は対象Ⅹの実在から遊離し､全く無関係の自律した存在

と化してしまうだろう12｡｢記述=描写｣のこのアポリアと真剣に向き合うな

11sazondkI767,DPV;p.343:《Plusonditai11e,Plusl,imagequ,onpresenteal,espritdes

autresdi舵redeccllequiestsurlatoile･》絵画を言語に｢翻訳=交換｣することのエコノ

ミーというテーマは､例えばジャック･デリダ『盲者の記憶』､鵜飼哲訳､みすず書房､
1998年､における主題の一つである｡

12｢リアリズム｣概念を基点としてディドロとバルザックを類比することは決して窓

意的ではない｡実際､その観点から二人の小説を分析する論考がある｡Ⅵ血Genev伽e

Delattre,Lesqpln10nSEittbTairesdbBaL=aC,PressesUniversitairesdeFrance･Paris,1961,Ch･

IV:"ⅩⅥⅠIesiecle:l･HiritagePatemel",PP･132-142･また､ある描写の何をもって｢リアル｣

とみなすかという聞いはば世紀文学にとって根本的なものだった｡この間題について
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らば､ひとつの極端な､しかレ論理的な帰結として一言も絵について記述し

ないという態度選択が演繹され得る｡事実､美術批評史には､沈黙という記

述不可能性の容認をもって､言語に対する絵画の優位を暗示しようとする立

場が存在した13｡『17`3年のサロン』のなかでディドロが書き付けた｢ヴェル

ネーの作品!それらについて語ることはほとんど不可能だ｡それらは､実際

た白卓見姦注丸達去ら姦J､14｣という注釈も正しくこの､絵画イメージを言
葉に置き換えることの不可能性を告知しているのである15｡

描写の徹底が､描写を自己破壊へと追いやる｡｢実物｣をあるがままの姿で

再現するという描写の目的は､描写行為を通してその虚構性を暴露されるに

至る｡事物の｢自然｣は何か確固なものとしてどこかに実在しているわけで

はない｡それは言語によって表象=認識され▲る以上､無媒介的かつ直接的な

存在ではありえない｡この種の真理の開示にあたって､ディドロが行ったの

はあくまでも実践的な証明だった｡彼は一旦は｢自然｣即ち｢実物｣のある

がままの再現を志向しつつも､それをラディカルに追究し尽くすことによっ

てその虚構性を明示してしまう｡この二律背反的な言語実践を通してディド

ロの美術批評は絵画(作品)と文学(批評)との間の消しがたい断絶を乗り

出す｡なるほど芸術間に横たわるこうした差異の認識は､例えば絵画と文学

の峻別を唱えたレッシングの『ラオコーン』(1766年)にも顕著なように､

18世紀の芸術理論の文脈において一定の市民権を獲得していた｡この思潮の

主眼は､絵画を傾間性血加血l蝕`｣に､文学を｢持続性successi,i縫｣に関

わる芸術とみなすことに存していた16｡しかしディドロの特異性は､こうし

た芸術ジャンル間の差異を､直接的言表を通してというよりは､むしろ批評

の現執こおける言語行為を通して実践的に明らかにした点にある｡それは､

考えるうえで､言語学者ロマン･ヤコブソン｢芸術に放けるリアリズムについて｣(『ロ

シア●フォルマリズム文学論集1』､水野忠夫編､せりか書房､1984年､pp.197･213)

は導きの糸となるだろう｡私たちは別の機会に『修道女』『ブルボンヌの二人の友』な
どの小説を素材としてより緻密に考察する予定である｡

】3ベッローリの1664年アカデミー請演に顕著である｡オスカー･ベッチマン｢ジョヴ

アン･ピエトロ･ベッローリの絵画記述｣平川僅世訳(『西洋美術研究』No.1､1999､

p･g3-100所収)を参吼なお｢沈黙Jは例えばキケロ『弁論家について』のなかで弁
論術の強力な一方法とみなされている｡

14助h,n鹿1763,DPV;XIII,p･386:《desouvragesdeVtmet!iln,estpresquepaspossible

d'enparleちil伽tlesYOir.》
15DanicIAmsse･"LesSalonsdeDiderot:1ephilosophec血qucd,art",inauvTNCb叩Leles

dWidbDt,id･RogerLewinter【以後CFLと略記],tOmeⅥⅠ,pP.XII-XIIl.
)6ArthurWilson,Didk嘲ShvieetsonαZLVn･La飴nt/RamSay,1972,P･438.%iraussi

DanielA柑属SC,ibid,inCFL,tOmCⅥI,P･ⅩⅢ.
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一方で記述不可能なものを記述し尽くそぅとする挑戦的な､他方で記述行為
そのものによって記述不可能嘩を顕在化壬ぎせようとするアクロバティツクな
営みだったのである｡ ∴′

『正義の勝利』論を出発点としながら､当のテクストに見られる特徴的な

記述方法に関して､とりわけそれが抱える理論的背景を明らかにしてきた0

ディドロの記憶の不正確な点がテクスト内に刻印されていることは､既に指

摘した通りである｡だが忘れてならないの臥ディドロ自身が記憶の問題に

っいて極めて意識的だった事実である｡また､確かに当のテクストの記述に

明瞭な自己破綻は見られないにしても､それが作品の再現を志向したもので

ある以上､そこには記述言語に不可避の臨界が潜在していることを銘記して

おかねばならない｡言語の属性に由来する潜在的=原理的リミットヘの意識

は､デイドロをしてしばしば中立的に見える｢記述｣を放棄させ､しかもま

るで異なった形の言語表現を通して絵画作品に対峠させることになった170

『正義の勝利』論において､その異なる形の言語表現とは､正しく雄弁調

の文体に当たる｡激烈でありながらも飛翔感に富むその華麗な文体が繰り広

げられるためには､しかし記述不可能性をポテンシャルとして抱える言語実

践が､さらにはその記述情報をもとにした作品評価が､手続きとして必須条

件だったことも看過できない｡それが次節において､作品としての『正義の

勝利』に対するディドロの評価を検証するゆえんである｡

蝶番としての批評

デイドロは絵画作品『正義の勝利』に対して否定的な評価を下している｡

第二段落ではその｢科学的｣態度ゆえにとりあえずカツコに入れられていた

判断が､ここ(3-1)ではむしろ前面に押し出される｡中立的に見えた記述は

姿を消し､明瞭な批評行為が次々と実践される｡ところで､この部分で明言

した否定的評価を引き継ぐ形で､彼は直後に雄弁調の文章を書き付けること

になるのである｡そのディスクールには後に見るように､いわばオリジナル

17プクグールはこれを｢科学的方法｣から｢詩的方法｣への移行として捉えている｡

E.M.B止d山,呼.血,D叩刃Vp･5;甲･血,D叩ⅩVp･5･だが既に本稿で示唆してい

るように､重要なのは｢科学的｣であろうが｢詩的｣であろうが､両方法に通底する

ディドロの美術批評の原理的問題を見極めることである｡そのような読解を通じて､

｢科学的｣と｢詩的｣の区別がむしろ墳未ですらあることが示されるだろう｡
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牽轟撃吏穂吟るメタフォリカルな絵画作品の意味合いが込められていた｡こ

の轟望めなかに払1)を位置づけるなら､それが(2)の作品記述一潜在

歯曜歯舞を内包する言語実践-と､(3-2)の雄弁の展開一記述の臨界を

克廉す挙ような新たな言語実践-とを接続するための､蝶番の役割を果た

していると考えるのが自然である｡言い方を換えれば､この部分は二つの重

要な思想的主題を同一テクスト内に同居させるためのクッションなのだ｡

幾つかの具体例を簡単に検討しておこう｡この部分で語られていることは

三つの要素に分解できる｡第一に｢画面構成cettecomposition｣の技術に一定

の賞賛が与えられつつ､｢絵の全体的な効果1,曲tginiraldecetableau｣につ

いて否定的な評価が下される柑｡第二に｢男､女､神々､女神､動物､狼､

羊､蛇､一角獣などがごった混ぜになっていることcem6langed,hommes,de

飴mmes･dedieux,ded6esses,d,anima皿,deloups,demoutons,deserpents,de

licomes｣が厳しく批判される｡過剰に多くの要素を絵のなかに盛り込むこと

は､観者の｢関心をそぎpeud,int虐政｣､しばしば作品世界を｢理解しにくい

inintelligible｣ものにするばかりでなく､逆に観音は自分の｢望むだけ勝手な

寓意を作り出してしまうonfaitdel,al1igorietantqu,onveut｣｡さらに言えば

｢ひとは自然のなかに実在する厳密なモデルを全く持たない存在たちのなか

に､いったい何を賞賛ないしは非難すればいいのか､分からなくなる19｡｣つ

まり､デュラモーの絵画世界は競者の慈意的な解釈を喚起してしまうのみな

らず､何らかの確実な評価を引き出すことさえない-もっとも後者のポイ

ントが絵画作品の欠点として断じうるか否かは疑わしいところだが､ここで

は不問に付す-｡第三に｢正義｣や｢無垢｣といった､きちんと描ききれ

ば完成度の高い作品を可能にしたはずの要素が､ディドロによれば中途半端

な仕上がりに止まっている｡

ディドロが絵画作品を評価するにあたって自らの基準としていたのは､作

品の｢統合性unitiJ｢全体性totalit6｣である｡これは形式的(技術的)レベ

ルのみならず意味的(思想的)レベルをも含む20｡デュラモーの『正義の勝

柑Q･CiE･･DPV;ⅩV,P･437:《1,e飴tgeneraldecetableaublesselesyetRC,estunexemplede

l'artdepapilloterengrand･LeslumieresysontdistribuiessanSSageSSeetSanShamonie.Ce

SOnticietla･COmmedesdclairsquib)essent･Cependantcettecompositionn,estpasd･un

en血It･Ilyadelacouleur･delaverve,memedelafougue.》;<{Lasc色neentiとreestordorLnie

d'enthousiasme･Tbutyestbiend,actionetdeposition,rienn,ymanqucquel,inte11igenceetle

plnCeaudeRubens,1amagiedel,a鴫Iidistinctiondesplans,delaprofondeur.》
I9伽･Cit･･DPV;XV;p･438:《qu･onnesaitqueloueroureprendredansdesetresdontiln,ya

aucunmod色1erigoureuxsubsistantennattm.》
20E･M･Bukdahl･qP･CiL･RosenkildeetBagger,Copenl1ague,VOl･Ⅰ,1980,P･324･

12



利』は意味的｢統合性｣の欠如および最重要の主題を描く技術の欠如ゆえに

ディドロの批判を招いた｡しかしここ痘ディドロが適用する基準それ自体の
妥当性や対象への基準適用のしかたの正当性などを逐一問うことにはさした

る重要性はない｡肝腎なのは､蝶番の役割を果たすこの部分がそれに引き続

く箇所のためにどのような伏線を張っているかを確認することである｡その

点について検討してこの節を閉じることにしよう｡

伏線もまた幾つかに分類可能である｡まず何より『正義の勝利』の寓意の

中心的要素である｢正義IaJusticeJ､｢無実1,l叩OCenCe｣は､ディドロがカラ

ス事件を扱う際にも反復されるキーワードである-ただしすぐ後で見るよ

うに､その用語の使用法はディドロ独自のしかたで変換されている-｡絵

のなかの｢正義｣が片手に持つ｢天秤balamces｣は､デイドロが書き記す雄

弁の文章において､カラス事件を担当した｢判事たち｣の価値基準の形象と

して再利用される2l｡また｢関心をかきたてる､悲壮なシーン皿e SC由e

int6ressanteetPathitique｣を希求する口ぶりからは､明らかにジャンルとして

の｢劇｣のイメージ､より厳密にはディドロが1750年代に強烈にコミットし

ていた｢市民劇dramebourgeois｣のイメージが喚起されるわけだが､実際､

後の雄弁のディスクールには架空の劇場空間を演出するような調子が満ち溢

れており､しかも悲劇論の古典たるアリストテレスの『詩学』を想起させる

表現も登場することになるのである｡このように見るとき､次節で検討する

雄弁の文章が､決して単なるその場の思いつきから書き付けられたものでは

ないことが納得される｡

オルタナティヴな｢絵画｣の創造

いよいよ順番に見ていこう｡ディドロはまず､批評対象たる絵画作品『正

義の勝利』が｢ルーアンの刑事裁判所に飾られる予定｣であるという事実を

基点として､｢刑事裁判所｣一般のイメージから語り起こす｡このことが｢雄

弁｣の発動する､いわばきっかけともなるのである｡

刑事裁判所とは一種の宗教裁判所のようなものだ｡そこでは大胆不敵で巧妙で

厚かましい犯罪が､時折法的手続きのせいでこぼれ落ちてしまう｡また時には

21言うまでもなく｢天秤｣はその平衡/懐きの具合によって､正義/不正の寓意を示す

とされていた｡様々な絵画的表象の意味については､水之江有一編著『絵でみるシン

ボル辞典』研究社出版､19貼年､を参照｡
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孟孟た……誓言芸竿還
庄ならなかったとて号熊､菅廿のせいで療轟mⅦ由になってしまった人々を､
彼らが撲滅すべき怪物たちmon8地色のおぞましい光景を見せることによって

いっそう残忍にしてしまうのではなく､その代わりに私は歴史をひもといてい

ただろう0歴史がない蓼合は､私の想像力im明知血加nを掘り下げていただろ

う｡それら残敵こなったしまった人々に憐れみ00皿m撼ra血nの情や不審の念

を抱かせたり､人間の弱さや死刑のむごたらしさや生命の値打ちを感じさせた

りすることのできる何らかの生彩ある表現t血也を引き出すまでずっと毀｡(傍

点および下線､引用者)

一読して明らかなように､『正義の勝利』に見られるような｢残酷1a
Cma山勘や｢欺瞞1aFm血e｣を打ち砕く｢正義｣といったイメージはここに

はない｡｢正義｣はむしろ当の｢残酷な人々(判事たち)｣の手中にある｡と

いうのも､この地上の｢正義｣を司るはずの司法権は｢無実の者imence｣

を｢犠牲にする｣ことに何ら疑問を持たないのだから｡このイメージは｢残

酷さ｣の象徴ともいいうる｢宗教裁判所｣の存在への言及によって拡大され

る｡

しかし注目すべきは下線を引いた条件法過去形の一文である｡｢もし～で

あったなら､～であったろうに｣というこの構文は､反事実仮想的な思考法

-即ち実際にはなかった出来事をあえて仮説的に想定することで､もしか

したらこうでありえたかもしれない可能性の視点から所与の現実を批判的に

検証する思考法-を得意とするディドロにとって､最も特徴的に使用され

るもののひとつであった｡何よりこれは法廷弁論を雛形とする雄弁術の伝統

の見地から言っても最重要のレベルに位置づけられる構文なのであるお｡雄

弁的な発想の凝縮されたこの一文において､ト枚の絵｣を作る｢私｣のイメ

ージが提示されていることを見逃してはならない｡ディドロはその長いサロ

ン評執筆を通して､批評対象の絵を駄作と判断した場合､しばしばこの条件

法過去形の構文を使用することで､自分自身が画家になり代わって一枚の想

ヱ2血血〃ゐ捕ろD叩ⅩVpp･438胡9‥《Si浄血euaco叩OSerun血kaupo∬皿e

Chambrecriminellもespとced,Inquisidond･0=ecrimeintripide,Subdl,hardi,S,ich叩pe

quelquefoisparJesfbrmes,quiimmolentd･autresfoisl･innocencetimide,elhyi,alarmi,au
lieud,inviterdeshommesdevenuscruelsparhabitudearedoublerdeferocit6par1espectacle

hideuxdesmonstresqu,usontAditmire･j,aurais伽i11etil,histoire,aud地雨del,histoire

j'aumicreusgmonimaglnation･JuSqu,acequej･eneusse血`quelquestraitscapablesdeles
invitera'lacommis血tionetalam維ance;afhiresendrJa蝕blessedel,homme,),atrocitides

pemesc叩itales,etlep血de18Yi¢.〉〉

コ前掲拙論｢雄弁家は｢後世｣から呼びかける｣､pp▲秒53において論じた｡
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像的なタブローを描き直そうとしてきた24｡その時｢私｣はもはや披評家で

あることを止め､たとえ虚構上甲設定に由ぎないとはいえ一介の作者として
振る舞うことになる｡そして批評かあ創造行為へのこの転換を駆動するのが

｢何らかの生彩ある表現申姶｣即ち雄弁のディスクールなのである｡

丹念にテクストを読もうとするなら｢私の想像力imagin鵬on(を掘り下げ

ていただろう)｣､｢憐れみの情¢Ommis白雨ion(を抱かせる)｣といった表現に

も留意すべきだろう｡前者はしばしば｢詩po由ie｣という語とセットになる

形で､後者は｢恐怖と憐れみterreuretpitiiJとし､った一対の定型表現へと変

奏される形で､ディドロのサロン評に頻出するものである25｡これらの語彙

がいずれも｢悲劇｣としての｢詩｣を連想させるものであることは言うまで

もない｡また｢悲劇｣というジャンルが､それに関する哲学的省察としての

｢詩学｣の伝統のなかで､自ずと｢雄弁(術)｣と類比=混同されるようにな

った事実も銘記しておこう｡例えば16世紀以降､アリストテレスの『詩学』

はホラティウスの『詩論』に見られる弁論術の理論的枠組に基づくしかたで

解釈される傾向にあった26｡そもそもアリストテレス自身､当の『詩学』の

なかでは｢あわれみとおそれ｣の感情を､｢悲劇｣が観客にもたらすカタルシ

スとみなす一方で､『弁論術』においてはこれを弁論家が聴衆の内に引き起こ

すべき有力な説得上の効果とみなしているのである27｡何より､キケロの『弁

論家について』を批判的に継承するしかたで執筆されたディドロの『俳優に

関する逆説』では､｢俳優｣と｢雄弁家｣とを等号で結ぶ理論構築がなされて

いた｡｢雄弁｣と｢詩｣とは､かくして言語芸術をめぐる理論的思考にとって､

両者ともに欠かすことのできない､また相互に補完的な参照枠とされてきた

のである｡

他方､条件法過去形の構文を通して提示された画家としての雄弁家=詩人

24ジャン｡スタロバンスキー前掲書『絵画を見るディドロ』､p.37を参照｡この種の表

現ないしは用法が見られる箇所は例えば以下の通りである｡ぷ扉即=お｣7J夕,DPl㌧XIII,

pp･75-76;Shlon鹿1761,DPV;XIII,pP･218-220;Sblbn虎1765,DPV;XIV;p.31;SdLonde
ノ7∂7,DPV;ⅩVp.100,etC.
25E.M.Bukda帆呼.血,DPVMVp.8.後者について補足すれば､前回の論考で扱った

例のソフィー宛て審備においても､｢雄弁家Jとしての｢私｣による架空の演説を通し

て｢カラスの不幸な物語を読むとき(中略)恐怖に懐然としない者はいないiln,est

personnequine舟issonned'horreurJという一文が書き付けられていた｡VbirCORR,TV;
p.179.

2`アリストテレス『詩学』/ホラティウス『詩論』解説､岩波書店､1997年､p.347

を参照｡

27アリストテレス『詩学』第十四章｢おそれとあわれみの効果の出し方について｣､お

よび『弁論術』2.5.1382a21軋2.8.1385b13鑑,2.5.1382b25-26,2息1386戒8-29を参軋
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俊一あるいは絵画としての確弁=詩というイメージーは､何もこのテク
ストにおいて突如出現したものではない｡例えば既に1751年の時点でディド

ロは以下のような発言をしているのだ｡

ある詩人の美と別の詩人の美とを比故考量すること｡それはひとが一千回もや

ってきたことだ｡しかし詩や絵画や音楽に共通の美を集めたり､それらの間の

似通った点を示したり､いかⅠ;して詩人や画家や音楽家が同じイメージを表現

するのかを貌明したり､彼らの表現におけるつかの間のしるしを掴んだり､そ

れらのしるしの間に何らかの類似性がないかどうかを検討したりすること等は､

まだなされるべきこととして残っている28｡

『聾唖者書簡』のこの一節では､一読して明らかなように､｢詩｣と｢絵画｣､

さらには｢音楽｣までもが類比の対象とされている-｢音楽｣との類比に

ついては本稿の最後で簡単に触れる-29｡またそもそも『正義の勝利』論

の収められた『1767年のサロン』には､既に触れたホラティウスの『詩論』

に登場する高名なテーゼ｢詩は絵と同じUtpicturapoesis｣が二度も書き付け

られているのである300ところでこのテーゼは｢記述｣の臨界に関する分析

のなかで示した私たちの結論一郎ちディドロは絵画と言語との差異を､記

述という言語実践そのものによって示したとする結論一に矛盾しないのだ

ろうか｡この点について触れることで私たちは分析の視野を広げることにし

よう｡

周知のように､詩と絵画との比較はプルタルコスが伝えるシモニデスの言

葉｢絵は黙せる詩､詩は語る絵｣にまで遡る3l｡この考えかたは一方で､16

世紀のトリエント公会議を経て1660年代のフランス王立絵画彫刻アカデミ

ーにおいても確認された｢絵画に対する言葉の支配｣の思想的な流れに32､

2且Lettresurlessou血etmueLs･DPV;rV;p･182:《Balancerlesbeaut6sd,unpoeteaveccelles

d'umautrePOete,C,estcequ,onafaitmi11efbis.Maisrassemblerlesbeautiscommunesdela

POisie･delapeintureetdelamuslque,enmOntrerlesanalogleS,eXpliquercommentlepoete,

1epeintreetlemusicienrendentlamemeimage,Saisirlesembl色mesfugitif5deleurexpression,

examiners,iln,yauraitpasquelquesimi1itudeentrecesemblemes,etC･C,estcequirestea

蝕ire(…)》

29＼bkaussi助わ〃ゐj7郎,D叩ⅩIll,p.22.ここでも諸芸術ジャンルの類比がなされて

いる｡

30助血〝ゐ′7古7,DP､ちⅩⅠVp.150etp.382.

ユーレンサレアー･W･リー｢詩は絵のごとく 人文主義絵画論｣森田義之･篠塚二三
男訳(『絵画と文学』中央大学出版部､1984年､pp.193-362)を参軋以下の記述の大

半は､この古典的著作を踏まえたうえで本稿執筆者が粗雑に再構成したものである｡
ユ2オスカー･べッチマン前掲論文｢ジョヴァン･ピエトロ･ベッローリの絵画記述｣､
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また他方で､レオナルド｡ダ･ヴインチの『絵画論』を経て､17世紀フラン

スのシャルル･ル･プランやロジェ･机ピールらの美術批評､18世紀フラ

ンスのデュ･ボス神父の『詩画論』にまで連綿と続く｢言葉に対する絵画の
優位｣ないしは｢言葉に対する絵画の一定の自由｣を主額する流れに､分岐

する33｡先に参照したレッシングの『ラオコーン』はふたつの流れを汲んだ

極点において｢詩｣と｢絵画｣の峻別を訴えるものであった｡そしてこの見

取り図のなかでのディドロのポジションを確定するなら､批評実践を支える

基礎認識のレベルでは言語と絵画との根源的革具を認めつつも､他ならぬ批
評実践の反復･試行錯誤の過程を通して両ジャンルの共有可能な要素を振り

当てようとするものだった､と言える｡

今や『正義の勝利』論の抱える理論(史)的背景は明らかであろう｡この

テクストは､科学的記述による絵画作品の再現不可能性を潜在的に告知する

ものである反面で､いわゆる｢実物｣の絵画に取って代わるオルタナティヴ

な｢絵画｣を､緩やかに融合しあった｢雄弁=詩｣の喚起力によって創り出

そうとする言語実験なのだ｡前者の｢記述｣が言語と絵画との間の解消しえ

ない差異を指示する言語行為であったのだとすれば､後者の｢雄弁=詩｣は

その差異をメタフォリカルに克服しようとする言語行為とみなすことができ

る34｡

私たちはそろそろその言語実践の具体的内容に踏み込んでみたい｡｢刑事

裁判所｣への言及をきっかけとして展開された先の引用箇所の直後では､裁

判における｢証言t岳moigna酢Jの問題が取り上げられている｡その趣旨を要

約すれば以下のようなものになる-どれだけ数多くの証言が犯罪事実の存

在を指示したとしても､それを信頼できるとは限らない｡証言の｢数nombre｣

pp.94-96を参照｡

33佐々木健一『フランスを中心とする十八世紀美学史の研究-ウァトーからモーツ

ァルトへ』岩波書店､1999年､p.129-132;ポール･アザール『ヨーロッパ精神の危機』
野沢協訳､法政大学出版局､pp.492-497;エルンストカッシーラー『啓蒙主義の哲学』

中野好之訳､紀伊国屋書店､P.376;R6myGSaisselin,《UtpicturaPoesis:DuBostoDiderot》,

TheJotmaiofÅestheticsandAr[Criticism,Winter1961,pP.145-156;GitaMay,(くDiderotet

RogerdePiles》,PublicationsoftheModemLanguageAssociationofAmerica,VOlume85,

Number3,May1970,pp.4糾ヰ55などを参照｡

34記述のアポリアを寛服するために詩的な言説を駆使するディドロの批評のありかた

については､以下の著作を参照｡ただし詩的な言説自体もアポリアを抱え込むことが､
そこでは決定的に見落とされている｡JacquesCbouilleもエ〃凡r〝IαJわ〃血!適お郎f胞f叩e∫

deDidbrot,AmandColin,1973,p.578.
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はむしろ証言内容の｢真実ら一しさv血聞mblance｣と釣り合わない場合もある｡

刑事裁判所は､行われた犯罪ゐ特性や証言者たちの性質(人間性)を見抜か

なければならない｡例えば古代ローマの市民たちをどれだけ合わせても､カ

トーひとりに匹敵する信用は得られない-｡

以上の要約は､前回の論文でも扱った｢蓋然性probabiliti｣の問題に関わ

っている｡『百科全書』の項目｢アグヌス･スキュテイクスA紗那S叫hicus｣

においてディドロが示した認識-一証言者の｢権威aAltOritiJと証言内容の｢真

実らしさ｣が反比例の関係にあるという命題-は､例のソフィー宛て書簡

は勿論のこと､上の要約箇所や､さらにはモシバイイ事件をめぐる書評にお

いても繰り返し登場していた35｡

しかしさしあたって特筆しておくべきは次のことである｡上記要約箇所で

ディドロが､市民たちの不定形の集合体よりも証言者としての｢権威｣たる

カトーを信頼すると宣言する時､そこには明らかに有徳かつ才能ある雄弁家

のイメージがある｡ディドロも参照するキケロの『弁論家について』の定義

によれば､真の｢雄弁家｣とは､万般にわたる知識と教養をおさめ人間心理

の機微を知り尽くした最高の賢者として､品格､人格の立派さ､賢明さ等全

ての徳性において突出しているばかりでなく､燃えるような祖国愛をもって

国政の最重要事に関わり､徳を奨励し､悪徳を制止する責務を負った存在だ

った｡ゆえに｢雄弁｣の実践は知的･倫理的･政治的営為の最高形態とみな

されねばならない｡

かくして､これまで跡付けてきた絵画としての雄弁という問題系は､テク

ストが進むにつれて着実に準備されていく｡要約した箇所に引き続く部分を

検討してみよう｡ここでは実際の雄弁詞の文章が展開されている｡

おおカラスよ､不幸なカラスよ､もしお前がこうした規則(証言者の｢権威｣

や証言内容の｢真実らしさ｣といった判断基準のこと-引用者注)によって

裁かれていたなら､お前はいまでも家族の中で敬われながら暮らしていたであ

旦通そしてお前は非業の死をとげたのだ｡そしてお前は無実血ntだっ

たのだ｡お前を裁いた判事たちも､多くのお前の同胞たちも､お前が有罪であ

るとみなしたし､いまでもみなしているのだけれども｡おお判事たちよ､私は

あなたがたに問いただす｡私はあなたがたに質問する｡カラス家の息子たちの

ひとりを回心させたカトリックの女中による証言は､盲目で狂信的な下層民の

あらゆる叫び声よりも､あなたがたの天秤bakn00において重いものとなるべ

きではなかったのか､と｡おお判事たちよ､私はあなたがたに質問する｡あな

35前掲拙論｢雄弁家は｢後世｣から呼びかける｣､pp.53-54を参照｡
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たがたが息子を死なしめた沓で告発レたあの父親臥神を信じていたのだろう

か､それとも神をまるで信じていな如ったのだろうか8もし彼が神を全く信じ
ていなかったならば､彼が息亭を殺したのは宗教上の理由からではないことに

なるではないか｡もし彼が神を信じていたならば､最後の瞬間になって､自分

の信じる神に向かづて､自分が無実であることを証言したり､自分が犯してき

た他の過ちの償いとして自分の命を捧げたりすることなど､できはしないでは

ないか｡こうしたことは信仰を持つ人間にも､信仰を持たない人間にも､自分

の罪を自分自身で告発し､そのことを自慢するような狂借着にも､ふさわしく

ないことなのだ｡そしてあなたがたが耳を債けたあの民衆についてだが､彼ら

が勘違いをしたり､憤慨や先入観に引きずられてしまったりする時､いったい

彼らはあるべき状態のままでいたためしがあるだろうか360(傍点､下線ともに

引用者)

形式面からごく簡単に分析しておきたい0ソフィー宛て書簡と異なり､こ

のテクストではさほど凝った修辞的技巧は使用されていない0ただし｢詩的｣

な文章に必須のある種のリズムが､対句表現の挿入､同じ語句の反復､類似

した音韻の積み重ね等を通して丁寧に作り上げられている0具体的には

く(【0】C血眼,【m曲ere血】Calas〉〉という劇的な呼びかけ口調一頓呼法一に始

まり､《ettu[aspiri],ettu[6taisinnocent]》､《etPar[tesjuges],etPar【la

multitude]》､可evous【interpe11e],jevous【demande]》､"nide[1,homme]qui[c]roit･

nide[l,homme]qui[nec]roit[rien】,nidu[触atique]qui[d】oit》､《【doits'accus]eち

(‥.)【soncrime]et,(･･･)[s･engl0rifi]eちet【cepeuple](･‥)【icout]e臥{くLorsqu'il

(…),lorsqu,il(･･･),【est-]cequ･il(…)cequ,il【doitetre]》といった表現･音韻の反

復が､次から次へと畳み掛けるようなしかたで変奏されるのである0またそ

の合間に比較的長い文章にかかる《Oj喝eS》という呼びかけが二度挿入され

ることによって､緩急のテンポが整えられてもいる0しかもその｢判事たち

36㊥･CiL,DPV;耶pp･439-440:《OCalas,malheureuxCalas,tuVivraishonor6aucentrede

ta加1ille,Situavaisitijugeparcesregles;ettuaSPiri･ettu6taisinnocentbienquetufusses
etquetusoisriputicoupableetpartesJugeSetParlatnultitudedetescompatriotes･Ojuges,

JeVOuSinterpelle,etjevousdemandesiletimoignaged,uneSerV皿teCath01iquequlaVait
converdundesen伽tsdelamaison,nedevaitpasavolrPlusdepoidsdansvotrebal皿Ce,que

touslescrisd･unepopulaceaveugleet血血que･Ojuges,JeVOuSdemande,CePerequeVOuS

accusezdelamottdesontils,CrOyait-ilunDieu･n･encroyait･ilpoint;S,iln,encroyaitpoinLil

n,apastu6sonfi1spourcausedcreligion･S･ilencroyaitun･audemiermomentiln'apu
attesterceDieuqu,ilcroyaitdesoninnocence･etluio胤rsavie･eneXpiationdesautres
伽tesqu･ilavaitcommises･Celan,estnidel,hommequlCrOit,nidel,hommequlneCrOitrien,

nidu如adquequidohs･accuserlui-mgmedesoncrimeets,engl0riGeちetCePeuPlequevous
icoutez;lorsqu･ilsetrompe,lorsqu,ilselaisseentr血erasafureur･aSeSPrivendons･eSt-Ce

qu,ilatoltioursiticequ'ildoitetre･》
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juges｣↑申呼びかけのなかでは､類似したテーマに関係する類似した音韻が

幾度も折り重ねられる(く(S,ilencroyaitun,S,iln,encroyaitpoint")｡

また､下線を引いた箇所は｢もし～であったなら､～であったろうに｣と

いう条件法過去形の構文である｡前回の論考で示したように､このテクスト

でも二重の反事実仮想のスタンスーニ重の条件法過去によってもたらされ

る-が前景化しているのだ｡ここで二重のとは､第一に画家デュラモーの

代わりに｢私｣自身が｢絵軌を描くことを想定した点において､そして第

二に｢証言｣に関するより厳密な理論をもとにカラスを裁くべきだったと主

張する点において､である0これらふたっの､･いずれも現実とは懸け離れた

仮説的ないし理念的思考こそがテクストを駆動するエネルギー源となってい

ることは間違いない｡雄弁のジャンルに親和的な反事実仮想のディスクール

が二重に折り重ねられることによって､テクストはより明確にその詩的･文

学的な射程を浮き彫りにするのである｡

この種の形式的分析は､｢文体｣に関するディドロ自身の考えと照らし合わ

せる時､ほとんど決定的な重みを持つとさえ言える｡というのも美術批評を

始めて間もない『1761年のサロン』の時点で､ディドロは既に｢色彩の､一

枚の絵画のなかでのありようは､文体の､ある文学作品の中でのありようと

同じである37｣と断定しつつ次のように述べているからだ｡

しかしどんな時代においても､文体と色彩とは貴重で､めったに見られないも

のであった0文学作品に不滅性を保証するのは文体である｡この美点こそが､

作家の同時代人たちを魅了し､来たるべき数世紀を魅了することになるだろう謎｡

｢絵画｣における｢色彩｣のステータスと､｢文学｣における｢文体｣のそ

れとが同じ関数関係の中で捉えられるとみなす発想のみならず､色彩｡文体

が｢来たるべき数世紀｣を魅了するための必須条件として掲げられている事

実に注意しなければならない｡この｢来たるべき数世紀｣という表現は､引

用の直後に登場する単語｢後世1apos融te｣-ディドロの哲学を支える根

源的な概念一に厳密に対応する0｢後世｣とは､この地上世界のあらゆる物

事に関して普遍的正義を開示する超越的な判断審級である｡それは過去･現

在･未来という単線的かつ継起的な軸には収まりきらない時間であり､また

37sbk}nゐ∠76I･DPVXlIIp･242:《Lacouleurestdansuntableau,Cequelestyleestdansun

コ‡1bid,DPV;XIII,P･242‥《Maisdetouslestempslestyleetlacouleuront6tideschoses

pricieusesetrares･C,estlestylequiassurel,immortalit6畠unouvragedeIi胎ature;C･estcette

qualitequichamelescontemporainsdel,aut叫etquicharmeralessiecles良veniェ》
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空間的限定を超えたどこにでも遍在しうる可能的一仮説的なトポスである｡

｢後世｣のこの存在様態は､二重の粂紳法構文と二重の反事実仮想によって
自らのうちにねじれを抱え込む貴イドロの｢文体｣によく馴染む｡古代ギリ

シア･ローマ以来の法廷弁論に対する強烈な参照意識に支えられたディドロ

の｢文体｣は､虚構の法廷=劇場空間を仮設することによって､その場所に

正義をねじまげた｢半り事たち｣を引きずり出し､有無を言わさぬ調子で弾劾

の渦中に投げ込む｡当の｢文体｣はまた､自らの内に｢後世｣を召還し､現

実には確保されなかった普遍的正義を回復すづく過去の出来事に対する超越

的審判者として振る舞うのである｡

かくして雄弁の｢文体｣は､｢不滅性1,immoぬ1混｣のしるしである｡それ

は言語によって構成されるメタフォリカルな｢絵画｣の上に､｢色彩｣を施す｡

できあがったものは永遠に消滅することのない理念的なタブローとして､例

えば『正義の勝利』のごとき駄作を根源から突き崩す批判の指針となる｡実

際､ディドロは別のデュラモー作品について｢構図においてはあらゆる部分

に真実味を持っているが､サロン展で最も美しいものとなるためには､色が

塗られることだけが欠けていた39｣と断定している｡この画家の絵には｢構

成composition｣に真のカー見る者の心を感動させるカーを吹き込む｢色

彩couleur｣がないのだ40｡それゆえ画家になり代わって作品の理念型を示そ

うとする｢私｣は､そのオルタナティヴに対する公正な評価を下す｢後世｣

の現前を希求しつつ､言語の絵画に､文体の色を与えるのである｡こうなれ

ばオリジナル作品の記述も批評も一切度外視されることは必然的だろう｡む

しろ｢私｣の目的は､オリジナルに括抗する､否むしろそれを圧倒する｢不

滅｣のタブローを播き出すことなのだから｡｢極端なもののなかに身を投げ出

すこと､これが詩人の行動規則である41｣との言葉どおり､｢雄弁家=詩人｣

はもはや批評家としてではなく､一個の創造者として､現実の力学からはる

かに逸脱した高みへと遊離し､架空の､いや荒唐無稽すれすれの芸術創作を

39salondb1767,DPV;XV;p.443:《Acettecompositionsivraiedanstoutessesparties,iln,a

manqui,POuretrelaplusbellequ'ilyeutauSalon,qued'etrepelnte.〉〉

40｢絵画｣を｢雄弁｣の観点から捉える発想はディドロ独自のものではない｡例えばバ

ロック芸術では､見る者の情動に訴えかける視覚効果を生み出す努力がなされていた

し､またシャルル･ル･プランの芸術理論に基づくアカデミーの美学においては､大

衆教化の一環として､理性に語りかける手段としての絵画というイメージが示されも

した｡高階秀爾『フランス絵画史-ルネッサンスから世紀末まで-』講談社､1990
年､pp.102-106;ジャン･スタロバンスキー『自由の創出 十八世紀の芸術と思想』小
西嘉幸訳､白水社､1粥2年､p.26などを参照｡

41sazon鹿1767,DPV;XVip.207:《SejeterdanSlesextremes,VOilalaregledupoete.》
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実践する｡ マ

ディドロにおける｢雄弁｣と｢絵画｣との関係について､あたう限り肯定

的な読解を進めてきた｡しかしそこには常に既に裏面があることを忘れては

ならない｡いかに理念的ないしはメタフォリカルなレベルで絵画としての詩

が志向され､またそのために色彩としての文体が彫琢されたとしても､｢詩｣

は徹頭徹尾｢詩｣であり､｢絵画｣は徹頭徹尾｢絵画｣であるという単純な事

実が解消されるわけではない｡改めて思い出そう｡私たちは｢記述｣による

絵画作品の忠実な再現が､むしろ言語と絵画との帝離につながりかねないこ

とを見た｡そして｢記述｣のこのアポリアを克服するために展開された雄弁

の｢文体｣にも､やはり別種のアポリアが立ちはだかっていたのである｡｢詩｣

と｢絵｣とを類比関係において捉える思考法は､それらの間にむしろ決定的

な断絶があることを前提とせざるを得ない｡雄弁の｢文机がより高い完成

度に到達すればするほど､それは絵画作品そのものとは別の世界を創り出し

てしまうQそのありようを理念的とあえて呼ぶことが不毛なわけではない｡

しかし現実問題として､言葉の量産が｢実物｣の絵画の創作に直結するわけ

でないことは自明である｡

言うまでもなくディドロは以上のことを明噺に知り尽くしていた｡カラス

弁護のディスクールは､｢もし私が(‥･)一枚の絵を作らねばならなかっ

たとするなら｣という条件法の構文とともに開始されていた｡ディドロの雄

弁は｢後世｣という超越者の高みにまで昇り詰めんばかりの勢いを持ちつつ

も､すれすれのところで現実世界への着地を忘れない｡理念に向けた飛翔の

場と､現実への着地点とを同時に用意するのが､反事実仮想の思考なのであ

る｡

雄弁と崇高､そして類比的思考法

先に引用した箇所の､内容面についても簡単に触れておこう｡法廷弁論を

モデルとしたこのディスクールでは､周到に敷かれてきた伏線を引き継ぐ形

で､｢無実｣のジャン･カラスが｢正義｣の名のもとに理不尽な死を強要され

たことが端的に提示されるdそのことによって｢判事たち｣の判断-｢天

秤｣-は｢盲目で狂信的な下層民｣のそれと大差ない信頼性の低いものと

して､懐疑にさらされるのである｡カラス事件をカトリックの｢狂信｣の現

われとみなすディドロの視点はしかし､もとより彼独自のものではない｡そ

れは周知のように､カラス事件を公衆の議論の姐上に引きずり出したヴォル
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テールにほぼ全てを負っている｡■ではディドロの視点の､いったい何が新し

いのだろうか｡
1i

それは一言で言うなら､■誰もカ鳴釜由盛とみなした当の事件を､美的なフ
レームの中で把捉し直そうとした点にある｡カラス事件を参照する文章が直

前までの調子とは打って変わって雄弁調で記されている事実は､こめことを

明瞭に裏付けている｡一般に｢雄弁｣は演説の聴き手をどれほど感動させる

ことができるかという美的効果の問題を抜きに考えることはできない｡しか

もディドロは､芸術や文学がカラス事件のような｢狂信的な｣出来事を素材

とすればより多くの美的効果を獲得できると考えていた｡『1763年のサロ

ン』のなかで｢悲劇的主題1esltjettragique｣について論じながら彼は言う｡

ラシーヌやコルネイユやヴオルテールの才能に必要なのは犯罪である｡そして

犯罪にかけてはいかなる宗教もキリスト教ほど豊かでは決してなかった｡アペ

ル殺しからカラスの拷問にいたるまで､キリスト教の歴史で血塗られていない

ところは一行もない｡犯罪とは美しいものだ｡物語の中でも詩の中でも､画布

の上でも大理石の上でも42｡

ここで主張されているのは､現実においてはおぞましい出来事でも､芸術

作品として再現された場合には美しいものとなりうるということである｡｢狂

信｣に由来する｢不寛容｣や｢犯罪｣は､諸芸術の器のなかに移し替えられ

た時､その強烈さの度合いが高ければ高いほど､道義的許容範囲から遠くへ

こぼれ出ていればいるほど､芸術鑑賞者の感動を積極的に引き出す契機とな

る｡倫理の自明性を脅かす現実の悪は虚構の美へと変換されることによって､

悲劇的なカタルシスを有するに至り､･その結果､鑑賞者の倫理的判断を宙吊

りにしたまま彼らの関心を引きつける｡社会問題としてのカラス事件に対し

てはあれほど苛烈な批判一普遍的正義の回復を志向した批判-を浴びせ

たデイドロだったが､他方で事件の持つドラマティックな要素に着目し､美

的問題を論じるべきジャンル一美術批評-のなかにこれを導入したので

ある｡倫理を宙吊りにするこの美的効果について､ディドロは｢崇高｣と命

名するだろう｡同じ『1767年のサロン』において彼は､｢力に関する諸々の

アイディアは崇高性sublim混を持っている｡しかし脅かす力のほうが､守っ

42sdloTZdb1763,DPV;XlII,P.370:((Cesontdescrimesqu'ilfautautalentdesRacines,des

ComeillesetdesⅥIltaires,etjamaisaucumereligionnefutaussif芭condeencrimesquele

christianisme.Depuislemeurtred'Abeljusqu'ausupplicedeCalas,paSunelignedeson
histoirequlneSOitensanglantie･C､estunebellechosequelecrime,etdanSl,histoireetdansla

poesle,etSurlatoileetsurlemarbre･》
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てくれる力よりも感動を引考起こすものだ43｡｣と述べていた｡何ら罪のない

か弱い者の生が､圧倒的な｢力｣によってひねり潰されるという構図がカラ

ス事件の本質だったとすれば､その構図の内に｢崇高｣の潜在を喚ぎ付ける

ことは決して放慈な連想ではない｡カラス事件は所謂常識的な理解の範疇を

超えた､倫理の臨界に触れた出来事としてクローズ･アップされ､そして美

的フレームの内部へ変換･挿入されたのである｡

実際､『正義の勝利』論の(3-3)として私たちが位置づけた箇所には､以

下のような文章が記されている｡

私は主張する｡寓意のなかに飛び込む者は､極めて強く､新しく､衝撃的で､

崇高なアイディアを探し出す必要を､自らに課すのである胡｡

｢正義の勝利｣と言う単純な寓意を表現するためには､複雑かつ墳末な諸

要素をいたずらに盛り込むのではなく､強度に満ち溢れたアイディアを獲得

しなければならない｡ディドロが展開したジャン･カラス弁護の雄弁は正し

くこの｢極めて強く､新しく､衝撃的で､崇高なアイディア｣を扱うための

ものであった0ところでディドロの｢崇高｣観は､エドマンド｡バークの『崇

高と美の観念の起源』に依拠したものであるが､創作の問題に触れている点

で決定的にバークと一軍異なっている45｡バークの｢崇高｣論において､天才

の創造性や想像力の創造性が全く重要な位置を占めなかったのに対して､デ

イドロはむしろそれらのテーマにこそ関心を注いだ｡そこから､芸術作品に

おける内容と形式の関係性を突き詰める視点-その関係性を創作に絡めて

論じる｢詩学｣的な視点-も生まれたのである｡『正義の勝利』論を締めく

くる以下の発言は､内容contenu/形式ぬme､着想pens由′文体吋1e､理念

id由〟技術techniqueといった二項の間を取り結ぶ関係性をめぐってディドロ

の立場を表明したものである一但しそれが『1767年のサロン』の時点での

立場表明であること､そしてとりわけ『正義の勝利』のような単純な寓意に

対していかに魅力的な表現を与えるかという個別具体的なケースをめぐる判

断であることを忘れてはならないのだけれども-叫

43saLondkI767,DPV;XV;p･236:くく1esidiesdepuissanceont[aussi】leuTSublimiti.Maisla

pulSSanCequlmenaCeimeutplusquecellequlPrOt色ge･》
朝sazondb176ろDPV;XVp･440:qjepretendsque･CeluiqulSeje廿edansl,alIigorie,

S,i叫)OSelanicessitidetrouverdesidiessifortes,Sineuves,SifrappanteS,Sisublimes.〉〉
45Gita･May･《DiderotandBurke:aStudyinaesthetica疏nity》,PublicationsoftheModem

LanguageAssociationofAmerica･VOl･LXXV;1960･Pp･527-539･VbiraussiE･M･Bukdahl,

加地血ぐ血〝血SaloBde1767,DPVXV押.12-13.
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思想なしの､最も美しい技法というの牲いったい何のことだろうか?画家の長

所なのだろうか?手法のない草しい思恕とはいったい何のことだろうか?詩人

の長所なのだろうか?まず着想牽持て｡そうすればスタイルも持つことになる

だろう亜｡

｢正義の勝利｣といった寓意を描くような場合､着想の奇抜さで作品の良

し暮しが決定される｡『1761年のサロン』のなかで｢文体｣を｢色彩｣に喩

え､それこそが｢来たるべき数世紀=後世｣に訴えかける最重要の芸術的要

素と主張したディドロだったが､ここではその｢女体｣以前の問題､即ち｢思

想｣の重要性が強調されている｡ディドロ自身の言語実践に引き付けて言う

ならば､『正義の勝利』論のなかで彼のディスクールが雄弁の｢文体｣を身に

まといながら｢後世｣概念への参照意識を浮き彫りにするのも､カラス事件

を題材=着想として選択したからである､ということになる｡

こうした認識を示したテクスト第四段落が｢絵画について言えることは､

音楽についても言えるIlenestdelapeintureainsiqucdelamusique｣という一

文で始まることは興味深い｡というのも『正義の勝利』論の総体が､この簡

潔な命題に見られるように､一貫して異なるもの同士を近傍に置く類比的思

考を軸にしながら展開されていることに気付かされるからだ｡雄弁(詩)と

絵画の類比を筆頭として､『正義の勝利』の｢寓意｣とカラス事件､社会問題

と美的問題､絵画と音楽の類比にいたるまで､自由連想さながらの何段階に

も及ぶ思考の飛躍は､それを方法としてみれば一貫していると言える｡また

より本質的に見るなら､類比不可能なふたつの芸術ジャンルをあえて類比の

なかに収める｢雄弁｣の言語実験が､度重なる思考の飛躍を生む漁泉ともな

っていた｡ディドロの｢雄弁｣は､既成の枠を踏み外す連想力によって､通
常疑問なく受け止められている諸々の意味の配置(関数関係)を変換する｡

彼の｢哲学｣を所謂言表内容だけから読み取ることが不可能なのは､この種

の思考のダイナミズムゆえなのである｡

ディドロはデュラモーの絵画『正義の勝利』を論じることを通して､美術

批評の言説にとって根源的な問題を示した｡第一に､･記述は厳密になればな

るほど､記述対象である絵画から遊離してしまうという逆説を｡そして第二

に､記述のアポリアを克服するために書かれた雄弁のディスクールが､また

46sbk)ndbI767,DPV,XV;pp.440-441:《qu'est-CequeleplusbeaufhiresanSidee;1emirite

d,unpeintre?Qu,est-Cequ'uncbe11eidee,SanSlefhire,1emirited'unpoete･Ayezd'abordla

pensie;etVOuSaureZdustyleapr由.〉〉
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してもオリジナル作品とは無関係の別世界を構成してしまうという逆説を｡

第二の逆説は､オリジナル作品を圧倒する輝きを持ったタブローの理念型を

指し示すというある種の創作性まで率むことと表裏一体であった｡

｢雄弁｣は､批評が創作へと転換するモーメントを創り出す｡当のモーメ

ントにおいて､所謂社会問題として世間の口に上っていたカラス事件が､美

術批評のフレームの内部へと投げ込まれる｡倫理の臨界に触れたこの菟罪事

件は､かくして美的問題系-とりわけ｢崇高｣の問題-のフィルターを

通して捉え直されることになった｡それは倫理の美学化を意味するばかりで

なく､美的問題を倫理的･政治的問題へと移し変える可能性をも告知するだ

ろう｡ディドロはカラス事件を再考するために､何か珍しい新奇なテーマを

選び取ったわけではない｡彼の思考の其の新しさは､本来相容れないかに見

える異なるジャンルやテーマを､既成の枠組に捕らわれない連想方法によっ

て一気に接合し､もってそれら諸ジャンル｡諸テーマにまとわりついていた

意味｡価値を換骨奪胎したことにあるのだ｡
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